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研究成果の概要（和文）：2011年からの6年間、研究協力者とともに5回の公開シンポジウムを開催し立法提案を
行った。また、2011年8月5日～16日にはアメリカ及びカナダに出張し、オンタリオ州のInformation and 
Privacy Commissioner やハーバード大学の研究者らと議論を行い、また2016年10月15日～23日にはモロッコで
開催されたプライバシーコミッショナー会議に参加し、各国のデータ保護機関の関係者らとデータ保護に関する
最新の議論を行った。本研究のテーマでの学会・学術団体での研究報告等を33回行い、論文17本を公表し、新た
な情報法コンプライアンスの普及に努めた。

研究成果の概要（英文）：We hosted public symposiums five times and proposed various legislation with
 research collaborator over six years starting in 2011.　Furthermore, I had a chance to visit the 
United States of America and Canada on business and we had discussions with Information and Privacy 
Commissioner of Ontario and Harvard University researchers.　Additionally, I participated Privacy 
Commissioner Conference in Morocco and I had the latest discussions on each country’s data 
protections and privacy from Oct.15 to Oct.23 in 2016.
I reported the research on the subject of this study theme, “Comparative study about information 
law and corporate compliance”, at academic conference and academic societies thirty three times, 
also published seventeen of papers. And moreover I had been devoting myself to new propagation of 
Information Law Compliance.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
（１）欧米諸国の情報法成立の経緯 
わが国の情報法制は、欧米諸国より 30 年

程遅れていると評されており、これがわが国
のグローバルな経済発展の障壁となってい
ると思われる。本項では、欧米諸国における
データ保護法制制定の経緯、及びわが国が抱
える課題を示したい。 
欧米諸国において最も早いデータ保護法

の成立は、アメリカにおける公正信用報告法
（Fair Credit Reporting Act、1970 年成立）
であろう。同法は、プライバシー概念を最初
に取り入れ、消費者信用報告機関に対して秘
密保持、正確性、関連性などについて合理的
な措置を義務化した。また 1974 年に成立し
たプライバシー法（Privacy Act of 1974 ）は
アメリカの連邦機関が保有する個人情報保
護について定めた。 
欧州では、スウェーデン（1974 年データ

法）、西ドイツ（1977 年連邦データ保護法）、
フランス（1978 年データ処理・ファイル及
び個人の諸自由に関する法律）、イギリス
（1984 年データ保護法）など、保護の対象
を行政機関に限定せず一般的な保護規定を
置く法律が成立している。 
その後、国際機関においてもデータ保護に

関する国際文書や指令等が採択されている。
1980 年採択の OECD プライバシー・ガイド
ラインでは、加盟国に対し、情報の自由な流
通を促進するため、プライバシーと個人の自
由に関する 8つの原則を加盟各国の国内法の
中で考慮すること、個人データの国際流通に
対する不当な障害を除去するよう努めるこ
とを勧告している。1990 年に、国際連合は
「国際連合 90 年ガイドライン」を採択し、
EU においては、1995 年に EU データ保護指
令を採択した。 
 
（２）わが国における立法過程の議論と課題 
わが国においては、1999～2000 年にかけ

て、高度情報通信社会推進本部に個人情報保
護検討部会（座長・堀部政男中央大学教授）
を設置し、検討を行った。同部会は、1999
年 10 月 20 日第 7 回部会において「個人情報
の保護について（骨子・座長私案）」を示し
た。同私案においては、グローバル・スタン
ダードとの整合が重要であると指摘してい
た。しかし、その後に設置された法制化専門
委員会において立法作業がすすめられ、2001
年 3 月 27 日「個人情報の保護に関する法律
案」が国会提出され、廃案・再提出を経て 2003
年 5 月 23 日に成立した。 
現行個人情報保護法は、立法及び国会での

審議の過程で、高度情報通信社会推進本部個
人情報保護検討部会の座長私案で重要であ
るとされたグローバル・スタンダードとの整
合について、法案では考慮されなかった。た
とえば、本人からの開示、訂正等の求めを出
訴可能権とすべき、情報の不正取得者への刑

事罰を加入すべき、官民双方のデータ保護を
監督する独立監視機関を設立すべき、などは
条文として加入されていない。 
その結果、現在、わが国は情報流通の分野

で国際的に孤立し、これがわが国の経済発展
の障壁となっている。 
 
２．研究の目的 

 
本研究は、欧米諸国の情報法制と企業活動

に関する比較研究を行い、欧米諸国より 30
年程遅れていると評される、わが国の個人情
報・プライバシー保護法制の立法・改正を提
言するとともに、企業の新たな情報法コンプ
ライアンスを提言することに目的がある。 
本研究の端緒となった問題意識は次のと

おりである。 
 
（１）個人データの第三国への移転禁止条項
がわが国に与える影響 

1995 年に採択された EU データ保護指令
では、第 25 条 1 項に第三国への個人データ
移転禁止条項を規定し、EU 加盟国等に本指
令に基づく国内法の制定をもとめた。本条項
は、EU 域外諸国においても同レベルのデー
タ保護施策を講じさせることを企図し、第三
国が「十分なレベルの保護」（adequate level 
of protection）を確保していなければ、EU
構成国等は個人データを移転してはならな
い旨を規定している。EU データ保護指令 25
条 1 項に規定された「十分性」の認定は、第
三国の代表による公式な要請が欧州委員会
に提出された場合、EU データ保護指令第 29
条作業部会（Article 29 Data Protection 
Working Party）が評価を行い欧州委員会が
最終判断を行う。 

EU は、本研究開始の時点で、スイス、カ
ナダ、アルゼンチン、アメリカ合衆国（セー
フハーバー・スキーム）など、11 の国と地域
についてデータ保護の十分性を認定してい
る。わが国は「十分性」の認定手続きを申請
していないため、EU にとってわが国は保護
水準が不十分な第三国となる。 
したがって、EU 加盟 27 か国及び EEA 構

成国であるノルウェイ、リヒテンシュタイン、
アイスランド、並びに EU からデータ保護の
十分性の認定を受けた 11 の国と地域に所在
する企業は、日本に個人データを移転するこ
とは原則禁止されている。これはわが国にと
っての経済障壁であり、経済発展を間接的に
阻害することとなる。 
 
（２）情報法コンプライアンスの重要性 

EU データ保護指令における、データ保護
の十分性の判断基準として公表されている
「個人データの第三国への移転：EU データ
保護指令 25 条及び 26 条の適用の実務文書」
では、「ルールへの優れたレベルのコンプラ
イアンス」（good level of compliance with 
the rules）があることが要件として示されて



いる。 
2010 年に EC が公表した「EC プライバシ

ー研究報告」において、オーストラリアのニ
ューサウスウェールズ大学のグレアム･グリ
ーンリーフ教授がわが国に関する調査結果
を報告している。同教授の報告「Country 
Studies B.5–Japan」によると、わが国のデ
ータ保護法制は、EU データ保護指令におけ
るデータ保護の十分性を充足していると判
断することは困難であると結論付けている
が、その根拠として「私企業にとっては、法
律違反による多額の罰金や集団訴訟よりも、
風評リスクによる損害（risk of reputational 
damage）のほうが重要」であり、わが国の
法律が有効であるとの根拠を見いだせない
と指摘している。 
わが国は将来、EU に対してデータ保護の

十分性を申請し、個人データの自由な流通を
確保することが、経済発展のために欠かせな
い。そのためには、現行個人情報保護法を改
正する必要があるが、その際に企業の情報法
コンプライアンスの観点からの立法アプロ
ーチも必要である。以上が本研究における問
題意識であり端緒である。 
 
３．研究の方法 
 
本研究では、新しい情報法制の立法提言、

及び企業保有情報保護に関する新しいコン
プライアンスの提言を行うことを目的とし
て、アメリカ、EU 等の先進諸国を調査対象国
として以下の調査研究を行う。 
①調査対象国のプライバシー・個人情報保護
法制と執行を担保する諸制度の調査・研究 
②調査対象国における独立監視機関の制度
と執行状況に関する調査・研究 
③営業秘密を含む情報の不正取得者への法
的制裁に関する調査・研究 
④調査対象国の優良企業における情報管理
とコンプライアンス体制の調査 
 
調査は、アメリカ、カナダ、イギリスのデ

ータ保護法制、及び企業の情報法コンプライ
アンスに関する文献調査の後、海外出張によ
るヒアリング調査を行った。また、プライバ
シーコミッショナー会議（ICDPPC）に出席し、
各国のプライバシーコミッショナー及び主
要人物、並びに各国の研究者との意見交換に
よって調査・研究をすすめる。その結果から、
わが国の新たな個人情報保護法の立法提案
を行い、また企業に対して新たな情報法コン
プライアンスを提案し、普及に努める。 
研究成果は、論文や著書として公表すると

ともに、学会や公開シンポジウム、招聘講演
などを通じて立法提言を行い、また新たな情
報法コンプライアンスの提言を行う。 
 
４．研究成果 
 
本研究は、文献調査を行うとともに、2011

年8月5日～16日にはアメリカ及びカナダに
出張し、オンタリオ州の Information and 
Privacy Commissioner やハーバード大学の
研究者らと議論を行い、また 2016 年 10 月 15
日～23 日にはモロッコで開催されたプライ
バシーコミッショナー会議に参加し、各国の
データ保護機関の関係者らとデータ保護に
関する最新の議論を行った。 
また、研究協力者とともに研究成果をまと

め、2011 年からの 6年間で 5回の公開シンポ
ジウムを開催し、積極的に立法提案を行った。 
また後掲のとおり、本研究テーマでの学

会・学術団体での研究報告、論文・著書の執
筆により研究成果を公表した。その具体的な
内容は次のとおりである。 
 
（１）データ保護の十分性に関する研究 
EU データ保護指令の「十分性」の基準とし

て「個人データの第三国への移転：EU データ
保護指令 25 条及び 26 条の適用の実務文書」
がある。また、2001 年 1月 26 日に第 29 条作
業部会がオーストラリアに対して 2000 年プ
ライバシー修正（民間部門）法の保護水準が
不十分とする意見を、その理由とともに公表
している。これらの文書から、わが国の個人
情報保護法の十分性に関する検証を試みた。 
第一は、監督機関である。EU データ保護指

令 28 条に規定する監督機関は、公的部門及
び民間部門の双方を監督の対象とすること
か ら 、 完 全 な る 独 立 性 （ complete 
independence）が求められている。わが国の
個人情報保護法では、主務大臣の事業者に対
する行政権限により関与することになって
いるが、EU データ保護指令における監督機関
とは「基本的に異なる」機関である。なお公
的機関を監督する機関は存在しない。 
第二は、データ主体の権利行使である。EU

データ保護指令 12 条に規定するアクセス権
（right of access）は、データ主体が保存
されているデータに関する情報を取得し、修
正、消去するなどの権利としており、「加盟
各国は各データ主体に管理者から得る権利
を保障しなくてはならない」ものとしている。
さらにデータの主体に対し、与えられる権利
として、異議申立権（14 条）、自動処理され
た個人決定に服さない権利（15 条）がある。
さらに一部の例外を除いて、監督機関に対し
データ処理の適法性に関する捜査請求をす
ることができる（28 条 4項）。このように EU
データ保護指令は、開示請求などを本人の
｢権利｣として規定している 。一方、わが国
の個人情報保護法 25 条に、本人の開示請求
に関する規定を設けているが、事業者の義務
としているに留まり、開示の求めを本人の
｢権利｣として規定していない 。 
第三は、特別なカテゴリーのデータの処理

である。EU データ保護指令 8条 1項において
「人種、民族、政治的見解、宗教、思想、信
条、労働組合への加盟に関する個人データの
処理、もしくは健康又は性生活に関するデー



タの処理」を原則として禁止している。しか
し、わが国の個人情報保護法における定義規
定では、個人情報、個人データ、保有個人デ
ータとして規定されているが、その内容や性
格により取扱いに違いはない。 
その他、わが国の個人情報保護法は、個人

情報データベース等を構成する個人情報に
よって識別される特定の個人の数の合計が
5,000 未満の事業者は個人情報取扱事業者に
該当せず法の適用がない点、個人データの第
三国への移転は当該第三国が十分なレベル
の保護を確保している場合に限り行うこと
ができるとする規定がない点、情報の不正取
得者への法的制裁が規定されていないこと
など、「保護の十分性」が懸念されるいくつ
かの相違がある。 
 
（２）企業の情報法コンプライアンスとデー
タ保護の十分性評価 
2010 年の「EC プライバシー研究報告」に

おいて、グリーンリーフ教授が「私企業にと
っては、法律違反による多額の罰金や集団訴
訟よりも、風評リスクによる損害のほうが重
要」であり、わが国の法律が有効であるとの
根拠を見いだせないと指摘している。わが国
の企業がなぜ、個人情報保護法を尊重し、遵
守していないと指摘されるのであろうか。 
第一は、プライバシー侵害訴訟における損

害賠償額の低さ、及び個人情報保護法の罰金
額の低さにある。わが国における過去のプラ
イバシー侵害訴訟において認められた損害
賠償額は概ね 5 千円～3 万円の間であり、ま
た個人情報保護法への違反は最大 30 万円の
罰金であり、2003 年 5 月 30 日に個人情報保
護法が施行されて以降、主務大臣による命令、
緊急命令等の行政行為は 0件である。 
企業にはさまざまなリスクがあるが、限ら

れた資源で対策を講じるためリスクに優先
順位をつける。優先順位は一般に発生頻度と
損失により評価する。したがってプライバシ
ー侵害訴訟、または個人情報保護法違反は、
発生頻度は高いが、損失額は極めて低いリス
クと評価されることとなる。 
第二は、わが国は大会社や上場企業を中心

にコンプライアンスに関する法的義務がか
けられていることにある。大会社や委員会設
置会社は会社法により内部統制システムの
整備に関する事項の取締役会での決議を義
務付けられており、有価証券報告書提出会社
は金融商品取引法により内部統制報告制度
が義務付けられている。 
国際的には、小資本かつ非上場のインター

ネット事業者などにはコンプライアンスの
法的義務を課したいが、わが国においては牽
制が効いていないことになる。 
このように、わが国の個人情報保護は、企

業が遵守するためのモチベーションが弱い。
これは、わが国におけるデータ保護の「有効
性」に関する課題であろう。 
 

（３）改正個人情報保護法の成立までの経緯
と課題 
わが国では、2013 年 5 月 24 日に行政手続

番号法が成立した。本法は立法の過程で、前
掲(1)及び(2)のようなグローバル・スタンダ
ードとの整合が議論され、「世界レベル」と
評されるのプライバシー保護の制度が導入
された。具体的には、独立性が高い監視機関
として「特定個人情報保護委員会」の新設、
情報の不正取得への刑事罰、プライバシー影
響評価の導入、アクセス権を担保するマイン
ポータル、などである。 
その後、同年 6月 14 日に政府は、「世界最

先端 IT 国家創造宣言」を閣議決定した。そ
の中で、ビッグデータの利活用による新事
業・新サービス創出の促進を目的に、「プラ
イバシーや情報セキュリティー等に関する
ルールの標準化や国際的な仕組み作りを通
じた利便性向上及び国境を越えた円滑な情
報移転が重要」であると指摘している。 
2013 年 9月 2日、高度情報通信ネットワー

ク社会推進戦略本部パーソナルデータに関
する検討会が設置され、2014 年 12 月 19 日ま
でに 13 回開催の議論が行われた。同検討会
は、将来の EU データ保護法への「データ保
護の十分性」申請を念頭に議論がすすめられ、
2014 年 6 月 24 日に「パーソナルデータの利
活用に関する制度改正大綱」を示した。 
そして、2015 年 9月 3日、改正個人情報保

護法が衆院本会議で可決、成立し、2016 年 1
月 1日には、同法に基づく独立監視機関とし
て「個人情報保護委員会」が新設され、2017
年 5 月 30 日の改正個人情報保護法の全面施
行とともに、個人情報保護委員会に執行権限
が与えられ、現在に至っている。 
一方、EU では、2016 年 4月 14 日に欧州議

会本会議で「EU 一般データ保護規則」が可決、
2018 年 5 月 25 日の施行を待っている。わが
国は、「世界最先端 IT 国家創造宣言」に示さ
れたとおり、EU に対してデータ保護の十分性
を申請し、将来的に自由なデータ流通を行う
ことを目指している。しかし改正個人情報保
護法は、UE データ保護指令との整合を念頭に
議論がされ立法された。従って今後は、改正
個人情報保護法附則 12 条に基づき、3年後の
法改正を行うために、EU 一般データ保護規則
との整合について議論を重ねるという課題
を残している。 
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